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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一面（１１ａ）を有し、物理量に応じたセンサ信号を出力するセンシング部（１７）お
よび前記センシング部と電気的に接続される配線部（２５、３２、４２）が形成された第
１基板（１１）と、
　前記第１基板の一面側に配置され、前記第１基板との間に気密室（７０）を構成して当
該気密室に前記センシング部を封止する第２基板（６１）と、を備え、
　前記第２基板に前記第１、第２基板の積層方向に貫通して前記配線部を露出させる貫通
孔（８１）が形成されていると共に、前記貫通孔に絶縁膜（８２）を介して前記配線部と
電気的に接続される貫通電極（８３）が形成された物理量センサの製造方法において、
　前記第１基板に前記センシング部および前記配線部を形成する工程と、
　前記第１基板の一面に前記第２基板を接合して前記気密室を構成する工程と、
　前記第２基板に前記配線部を露出させる貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔に前記絶縁膜を成膜する工程と、
　前記絶縁膜上に金属膜を成膜することにより、前記配線部と電気的に接続される前記貫
通電極を形成する工程と、を行い、
　前記第１基板として、支持基板（１２）、絶縁膜（１３）、半導体層（１４）が順に積
層され、前記半導体層のうちの前記絶縁膜側の部分に第２凹部（１８）が形成された半導
体基板を用意し、
　前記センシング部および前記配線部を形成する工程の前に、前記第１基板の一面を構成
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する前記半導体層のうちの前記第２凹部と対向する部分に第１凹部（１６）を形成する工
程を行い、
　前記センシング部を形成する工程では、前記第１凹部の底面を含む部分に、可動電極（
２４）と、前記可動電極と対向して配置される固定電極（３１、４１）とを有する前記セ
ンシング部を形成し、
　前記貫通孔を形成する工程の前に、前記第２基板を薄膜化する薄膜化工程を行うことを
特徴とする物理量センサの製造方法。
【請求項２】
　前記第１、第２基板として、ウェハ状のものを用意し、
　前記第１凹部を形成する工程および前記センシング部を形成する工程では、前記第１基
板のうちのダイシングライン（１００）に第１検査孔（８５ａ）を形成し、
　前記貫通孔を形成する工程では、前記第２基板のうちのダイシングライン（１００）に
前記第１検査孔と連通する第２検査孔（８５ｂ）を形成することにより、前記第１、第２
基板の接合面の端部を前記第１、第２検査孔に露出させ、
　前記貫通孔を形成する工程の後、前記第１、第２検査孔を介して前記第１、第２基板の
接合面を検査する検査工程を行い、
　前記検査工程の後、前記第１、第２基板を前記ダイシングラインに沿ってチップ単位に
分割することを特徴とする請求項１に記載の物理量センサの製造方法。
【請求項３】
　一面（１１ａ）を有し、物理量に応じたセンサ信号を出力するセンシング部（１７）お
よび前記センシング部と電気的に接続される配線部（２５、３２、４２）が形成された第
１基板（１１）と、
　前記第１基板の一面側に配置され、前記第１基板との間に気密室（７０）を構成して当
該気密室に前記センシング部を封止する第２基板（６１）と、を備え、
　前記第２基板に前記第１、第２基板の積層方向に貫通して前記配線部を露出させる貫通
孔（８１）が形成されていると共に、前記貫通孔に絶縁膜（８２）を介して前記配線部と
電気的に接続される貫通電極（８３）が形成された物理量センサにおいて、
　前記第１基板は、支持基板（１２）、絶縁膜（１３）、半導体層（１４）が順に積層さ
れた半導体基板を用いて構成され、前記半導体層のうちの前記絶縁膜側と反対側の前記一
面側から第１凹部（１６）が形成され、前記半導体層のうちの前記絶縁膜側から前記第１
凹部と対向する部分に第２凹部（１８）が形成され、
　前記第２基板は、前記第１基板側の一面（６１ａ）側が平坦な面とされており、
　前記センシング部は、前記第１凹部の底面を含む部分であって、前記半導体層のうちの
前記第１凹部と前記第２凹部との間の部分に形成された可動電極（２４）と、前記可動電
極（２４）と対向して配置される固定電極（３１、４１）とを有し、前記第２基板から所
定距離離間していることを特徴とする物理量センサ。
【請求項４】
　前記第１凹部と前記第２凹部とは、深さが等しくされ、
　前記支持基板と前記第２基板とは、同じ材料で構成されていると共に、厚さが等しくさ
れていることを特徴とする請求項３に記載の物理量センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センシング部が形成された第１基板に第２基板が接合され、第２基板に貫通
孔が形成されると共に当該貫通孔にセンシング部と電気的に接続される貫通電極が形成さ
れた物理量センサおよびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、この種の物理量センサとして、次のものが提案されている（例えば、特許文
献１参照）。
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【０００３】
　具体的には、この物理量センサでは、第１基板に物理量に応じたセンサ信号を出力する
センシング部および当該センシング部と電気的に接続される配線部が形成されている。ま
た、第２基板は、第１基板の一面のうちのセンシング部と対向する部分に、センシング部
が第２基板と接触することを防止するための窪み部が形成されている。そして、この第２
基板は、第１基板と窪み部との間を含む空間にてセンシング部を封止する気密室が構成さ
れるように、第１基板に接合されている。
【０００４】
　また、第２基板には、第１、第２基板の積層方向に第２基板を貫通して配線部を露出さ
せる貫通孔が形成されている。そして、貫通孔には、絶縁膜を介して配線部（センシング
部）と電気的に接続される貫通電極が形成されている。
【０００５】
　このような物理量センサは、次のように製造される。すなわち、まず、第１基板にセン
シング部および配線部を形成すると共に、第２基板に窪み部を形成する。そして、第１基
板と窪み部との間を含む空間にてセンシング部を封止する気密室が構成されるように、第
１基板と第２基板とを接合する。次に、第２基板に、第１、第２基板を積層方向に貫通し
て配線部を露出させる貫通孔をドライエッチング等で形成する。そして、貫通孔の壁面に
、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法等によって絶縁膜を成膜すると共にスパッタ
法や蒸着法等で金属膜を成膜して貫通電極を形成することにより、製造される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２５１８９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記物理量センサでは、第２基板に窪み部を形成しており、第２基板が
厚くなり易い。そして、貫通孔にＣＶＤ法や蒸着法等によって絶縁膜および金属膜を成膜
する場合、貫通孔が長くなるほど貫通孔の底部側で絶縁膜および金属膜が成膜（堆積）し
難くなり、絶縁膜および金属膜の被覆率（カバレッジ）が小さくなる。つまり、第２基板
が厚いほど貫通孔の底部側で絶縁膜および金属膜が成膜（堆積）し難くなり、絶縁膜およ
び金属膜の被覆率が小さくなる。
【０００８】
　本発明は上記点に鑑みて、貫通孔の底部側の絶縁膜および金属膜の被覆率が低下するこ
とを抑制できる物理量センサおよびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、一面（１１ａ）を有し、物理量
に応じたセンサ信号を出力するセンシング部（１７）およびセンシング部と電気的に接続
される配線部（２５、３２、４２）が形成された第１基板（１１）と、第１基板の一面側
に配置され、第１基板との間に気密室（７０）を構成して当該気密室にセンシング部を封
止する第２基板（６１）と、を備え、第２基板に第１、第２基板の積層方向に貫通して配
線部を露出させる貫通孔（８１）が形成されていると共に、貫通孔に絶縁膜（８２）を介
して配線部と電気的に接続される貫通電極（８３）が形成された物理量センサの製造方法
において、以下の点を特徴としている。
【００１０】
　すなわち、第１基板にセンシング部および配線部を形成する工程と、第１基板の一面に
第２基板を接合して気密室を構成する工程と、第２基板に配線部を露出させる貫通孔を形
成する工程と、貫通孔に絶縁膜を成膜する工程と、絶縁膜上に金属膜を成膜することによ
り、配線部と電気的に接続される貫通電極を形成する工程と、を行い、第１基板として、
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支持基板（１２）、絶縁膜（１３）、半導体層（１４）が順に積層され、半導体層のうち
の絶縁膜側の部分に第２凹部（１８）が形成された半導体基板を用意し、センシング部お
よび配線部を形成する工程の前に、第１基板の一面を構成する半導体層のうちの第２凹部
と対向する部分に第１凹部（１６）を形成する工程を行い、センシング部を形成する工程
では、第１凹部の底面を含む部分に、可動電極（２４）と、可動電極と対向して配置され
る固定電極（３１、４１）とを有するセンシング部を形成し、貫通孔を形成する工程の前
に、第２基板を薄膜化する薄膜化工程を行うことを特徴としている。
【００１１】
　これによれば、第１基板に第１凹部を形成し、第１凹部の底面を含む部分にセンシング
部を形成している。これにより、第２基板のうちのセンシング部と対向する部分に窪み部
を形成しなくても、センシング部が第２基板に接触することが防止される。そして、第２
基板に窪み部を形成しないため、第２基板を薄膜化でき、第２基板を薄膜化した後に貫通
孔を形成して絶縁膜および金属膜を成膜している。このため、貫通孔の底部側において、
絶縁膜および金属膜の被覆率が低下することを抑制できる。
【００１２】
　また、請求項３に記載の発明では、一面（１１ａ）を有し、物理量に応じたセンサ信号
を出力するセンシング部（１７）およびセンシング部と電気的に接続される配線部（２５
、３２、４２）が形成された第１基板（１１）と、第１基板の一面側に配置され、第１基
板との間に気密室（７０）を構成して当該気密室にセンシング部を封止する第２基板（６
１）と、を備え、第２基板に第１、第２基板の積層方向に貫通して配線部を露出させる貫
通孔（８１）が形成されていると共に、貫通孔に絶縁膜（８２）を介して配線部と電気的
に接続される貫通電極（８３）が形成された物理量センサにおいて、以下の点を特徴とし
ている。
【００１３】
　すなわち、第１基板は、支持基板（１２）、絶縁膜（１３）、半導体層（１４）が順に
積層された半導体基板を用いて構成され、半導体層のうちの絶縁膜側と反対側の一面側か
ら第１凹部（１６）が形成され、半導体層のうちの絶縁膜側から第１凹部と対向する部分
に第２凹部（１８）が形成され、第２基板は、第１基板側の一面（６１ａ）側が平坦な面
とされており、センシング部は、第１凹部の底面を含む部分であって、半導体層のうちの
第１凹部と第２凹部との間の部分に形成された可動電極（２４）と、可動電極（２４）と
対向して配置される固定電極（３１、４１）とを有し、第２基板から所定距離離間してい
ることを特徴としている。
【００１４】
　これによれば、第２基板に窪み部が形成されていないため、第２基板を薄膜化できる。
このため、貫通孔の底部側において、絶縁膜および金属膜の被覆率が低下することを抑制
できる。
【００１５】
　なお、この欄および特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施
形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態における加速度センサの断面図である。
【図２】図１中のセンサ基板の平面図である。
【図３】図１に示す加速度センサの製造工程を示す断面図である。
【図４】図３に続く製造工程を示す断面図である。
【図５】図４に続く製造工程を示す断面図である。
【図６】図５に続く製造工程を示す断面図である。
【図７】本発明の第２実施形態における加速度センサの断面図である。
【図８】本発明の第３実施形態における加速度センサの断面図である。
【図９】本発明の第４実施形態における加速度センサの製造工程を示す断面図である。
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【図１０】図９に続く製造工程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、同一符号を付して説明を行う。
【００１８】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、本実施形態では、本
発明の物理量センサを車両の加速度等を検出する加速度センサに適用した例について説明
する。
【００１９】
　図１に示されるように、加速度センサは、センサ部１０とキャップ部６０とが接合され
て構成されている。まず、センサ部１０の構成について説明する。なお、図１は、図２中
のI－I断面に相当している。
【００２０】
　センサ部１０は、一面１１ａを有するセンサ基板１１を用いて構成されている。本実施
形態では、センサ基板１１は、支持基板１２、絶縁膜１３、半導体層１４が順に積層され
たＳＯＩ（Silicon on Insulator）基板（半導体基板）で構成されている。
【００２１】
　なお、本実施形態では、センサ基板１１が本発明の第１基板に相当している。また、支
持基板１２および半導体層１４はシリコン基板で構成され、絶縁膜１３は酸化膜等で構成
されている。そして、センサ基板１１の一面１１ａは、半導体層１４のうちの絶縁膜１３
側と反対側の一面にて構成されている。
【００２２】
　支持基板１２には、半導体層１４側に窪み部１２ａが形成されている。そして、絶縁膜
１３は、窪み部１２ａの壁面にも形成されている。なお、窪み部１２ａは、後述する可動
電極２４および固定電極３１、４１（センシング部１７）が支持基板１２および絶縁膜１
３に接触することを防止するためのものであり、可動電極２４および固定電極３１、４１
と対向する部分に形成されている。
【００２３】
　センサ基板１１には、半導体層１４に周知のマイクロマシン加工が施されて溝部１５が
形成されている。そして、溝部１５によって可動部２０および固定部３０、４０を有する
櫛歯形状の梁構造体が区画形成されている。
【００２４】
　具体的には、図１および図２に示されるように、半導体層１４（センサ基板１１）には
、一面１１ａ側に第１凹部１６が形成されている。そして、第１凹部１６の底面を含む部
分に溝部１５が形成されることにより、可動部２０および固定部３０、４０が形成されて
いる。
【００２５】
　詳述すると、可動部２０は、窪み部１２ａ上を横断するように配置された矩形状の錘部
２１を有し、当該錘部２１における長手方向の両端が梁部２２を介してアンカー部２３ａ
、２３ｂに一体に連結した構成とされている。なお、錘部２１および梁部２２は、半導体
層１４のうちの第１凹部１６の底面と絶縁膜１３との間の部分にて構成され、アンカー部
２３ａ、２３ｂは、半導体層１４のうちの第１凹部１６の外側の部分を含むように構成さ
れている。そして、アンカー部２３ａ、２３ｂは、窪み部１２ａの開口縁部で絶縁膜１３
を介して支持基板１２に支持されている。これにより、錘部２１および梁部２２は、窪み
部１２ａに臨んだ状態となっている。また、アンカー部２３ｂは、後述する貫通電極８３
と接続される配線部２５と連結されている。
【００２６】
　梁部２２は、平行な２本の梁がその両端で連結された矩形枠状とされており、２本の梁
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の長手方向と直交する方向に変位するバネ機能を有している。具体的には、梁部２２は、
錘部２１の長手方向の成分を含む加速度を受けたとき、錘部２１を長手方向（図２中紙面
左右方向）へ変位させると共に、加速度の消失に応じて元の状態に復元させるようになっ
ている。したがって、このような梁部２２を介して支持基板１２に連結された錘部２１は
、加速度の印加に応じて、窪み部１２ａ上にて梁部２２の変位方向（錘部２１の長手方向
）へ変位可能となっている。
【００２７】
　また、可動部２０は、錘部２１の長手方向と直交した方向に、錘部２１の両側面から互
いに反対方向へ一体的に突出形成された複数個の可動電極２４を備えている。図２では、
可動電極２４は、錘部２１の下側および上側に各々４個ずつ突出して形成されており、窪
み部１２ａに臨んだ状態となっている。また、各可動電極２４は、錘部２１および梁部２
２と一体的に形成されており、梁部２２が変位することによって錘部２１と共に錘部２１
の長手方向に変位可能となっている。
【００２８】
　なお、可動電極２４は、半導体層１４のうちの第１凹部１６の底面と絶縁膜１３との間
の部分にて構成されている。
【００２９】
　固定部３０、４０は、窪み部１２ａの開口縁部のうち、アンカー部２３ａ、２３ｂが支
持されている部分以外にて、絶縁膜１３を介して支持基板１２に支持されている。すなわ
ち、固定部３０、４０は、可動部２０を挟むように配置されている。図２では、固定部３
０が可動部２０に対して紙面下側に配置され、固定部４０が可動部２０に対して紙面上側
に配置されている。そして、固定部３０、４０は互いに電気的に独立している。
【００３０】
　また、固定部３０、４０は、可動電極２４の側面と所定の検出間隔を有するように平行
した状態で対向配置された複数個の固定電極３１、４１、および絶縁膜１３を介して支持
基板１２に支持された配線部３２、４２を有している。
【００３１】
　固定電極３１、４１は、図２では４個ずつ形成されており、可動電極２４における櫛歯
の隙間に噛み合うように櫛歯状に配列されている。そして、各配線部３２、４２に片持ち
状に支持されることにより、窪み部１２ａに臨んだ状態となっている。
【００３２】
　なお、固定電極３１、４１は、半導体層１４のうちの第１凹部１６の底面と絶縁膜１３
との間の部分にて構成されている。また、配線部３２、４２は、半導体層１４のうちの第
１凹部１６の外側を含むように形成されている。
【００３３】
　このようにして、本実施形態では、可動電極２４と固定電極３１、４１との間に容量が
構成される。そして、錘部２１の長手方向に沿った方向の加速度が印加されると可動電極
２４と固定電極３１、４１との間の容量が変化するため、この容量変化に基づいて加速度
の検出が行われる。つまり、本実施形態では、加速度に応じたセンサ信号（容量変化）を
出力するセンシング部１７は、錘部２１、梁部２２、可動電極２４および固定電極３１、
４１を有する構成とされている。そして、センシング部１７は、第１凹部１６の底面を含
む部分（半導体層１４のうちの第１凹部１６の底面と絶縁膜１３との間の部分）に形成さ
れている。
【００３４】
　また、半導体層１４のうちの可動電極２４および固定電極３１、４１の外側に位置する
外周部は、周辺部５０として構成されている。そして、この周辺部５０は、絶縁膜１３を
介して支持基板１２に固定されて支持されている。
【００３５】
　以上が本実施形態におけるセンサ部１０の構成である。次に、キャップ部６０の構成に
ついて説明する。キャップ部６０は、図１に示されるように、センサ部１０との間に気密
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室７０を構成してセンシング部１７を封止することにより、上記センシング部１７への水
や異物の混入等を防止するものである。
【００３６】
　本実施形態のキャップ部６０は、一面６１ａおよび他面６１ｂを有する基板６１と、基
板６１の一面６１ａ側に形成された絶縁膜６２と、基板６１の他面６１ｂ側に形成された
絶縁膜６３とを有している。そして、絶縁膜６２がセンサ部１０（半導体層１４）と接合
されることにより、センサ部１０との間に気密室７０を構成している。
【００３７】
　なお、可動電極２４および固定電極３１、４１を有するセンシング部１７は、半導体層
１４のうちの第１凹部１６の底面と絶縁膜１３との間の部分にて構成され、キャップ部６
０（基板６１）と所定距離離間している。つまり、第１凹部１６によってセンシング部１
７がキャップ部６０（基板６１）に接触することが防止されるため、キャップ部６０（基
板６１）には窪み部が形成されていない。すなわち、キャップ部６０（基板６１）は、半
導体層１４側が平坦な一面とされている。また、本実施形態では、基板６１が本発明の第
２基板に相当している。そして、基板６１はシリコン基板で構成され、絶縁膜６２は酸化
膜等で構成され、絶縁膜６３はＴＥＯＳ（Tetra ethyl ortho silicate）等で構成されて
いる。
【００３８】
　また、キャップ部６０には、当該キャップ部６０をセンサ部１０とキャップ部６０との
積層方向に貫通する４つの貫通孔８１が形成されている。具体的には、この貫通孔８１は
、配線部２５、３２、４２および周辺部５０の所定箇所を露出させるように形成されてい
る。なお、図２中の点線で囲まれる領域は、貫通孔８１から露出する部分を示している。
【００３９】
　そして、貫通孔８１の壁面には、ＴＥＯＳ等で構成される絶縁膜８２が成膜され、絶縁
膜８２上にはＡｌ等で構成される貫通電極８３が適宜配線部２５、３２、４２および周辺
部５０と電気的に接続されるように形成されている。また、絶縁膜６３上には、貫通電極
８３と電気的に接続されるパッド部８４が形成されている。
【００４０】
　さらに、キャップ部６０は、絶縁膜６３上に形成された保護膜９０を有している。そし
て、この保護膜９０には、パッド部８４の一部を露出させるコンタクトホール９０ａが形
成されている。
【００４１】
　なお、キャップ部６０には、図１とは別断面において、基板６１を所定電位に維持する
ことでセンサ部１０との間に構成される寄生容量が変動することを抑制する電極が形成さ
れていてもよい。
【００４２】
　以上が本実施形態における加速度センサの構成である。次に、上記加速度センサの製造
方法について説明する。
【００４３】
　まず、図３（ａ）に示されるように、支持基板１２を用意する。そして、図示しないレ
ジスト等をマスクとして支持基板１２にドライエッチング等を行い、窪み部１２ａを形成
する。
【００４４】
　次に、図３（ｂ）に示されるように、支持基板１２に絶縁膜１３を形成する。この絶縁
膜１３は、例えば、熱酸化やＣＶＤ法等で形成することにより、窪み部１２ａの壁面にも
形成される。
【００４５】
　そして、図３（ｃ）に示されるように、絶縁膜１３と半導体層１４とを接合してセンサ
基板１１を形成する。絶縁膜１３と半導体層１４との接合は、特に限定されるものではな
いが、例えば、次のように行うことができる。すなわち、まず、絶縁膜１３の表面（接合
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面）および半導体層１４の表面（接合面）にＮ２プラズマ、Ｏ２プラズマ、またはＡｒイ
オンビームを照射し、絶縁膜１３および半導体層１４の各表面（接合面）を活性化させる
。次に、適宜形成されたアライメントマークを用いて赤外顕微鏡等によりアライメントを
行い、室温～５５０℃の低温で絶縁膜１３および半導体層１４をいわゆる直接接合により
接合する。
【００４６】
　なお、ここでは直接接合を例に挙げて説明したが、絶縁膜１３と半導体層１４とは、陽
極接合や中間層接合等の接合技術によって接合されてもよい。また、接合後に、高温アニ
ール等の接合品質を向上させる処理を行ってもよい。
【００４７】
　次に、図４（ａ）に示されるように、図示しないレジスト等をマスクとしてセンサ基板
１１（半導体層１４）にドライエッチング等を行い、一面１１ａに、第１凹部１６を形成
すると共に第１凹部１６の底面に形成されない溝部１５の一部を形成する。なお、第１凹
部１６の底面に形成されない溝部１５とは、アンカー部２３ａ、２３ｂおよび配線部２５
、３２、４２と、周辺部５０とを区画する溝部１５のことである。また、この工程におけ
る溝部１５の一部は、第１凹部１６と同じ深さまで形成される。
【００４８】
　続いて、図４（ｂ）に示されるように、図示しないレジスト等をマスクとして第１凹部
１６の底面にドライエッチング等を行い、錘部２１、梁部２２、可動電極２４、固定電極
３１、４１を有するセンシング部１７を形成する。また、図４（ａ）の工程で形成した溝
部１５の底面にドライエッチング等を行い、溝部１５を絶縁膜１３に到達させることによ
ってアンカー部２３ａ、２３ｂおよび配線部２５、３２、４２と周辺部５０とを区画する
。
【００４９】
　次に、図４（ｃ）に示されるように、上記工程とは別工程において、基板６１を用意し
、基板６１の一面６１ａに絶縁膜６２を形成する。なお、この絶縁膜６２は、熱酸化やＣ
ＶＤ法等で形成される。
【００５０】
　続いて、図５（ａ）に示されるように、半導体層１４（センサ基板１１）と絶縁膜６２
（基板６１）とを接合する。半導体層１４（センサ基板１１）と絶縁膜６２（基板６１）
との接合は、上記図３（ｃ）と同様に、直接接合等によって行うことができる。
【００５１】
　そして、図５（ｂ）に示されるように、基板６１の他面６１ｂ側から研削、研磨を行い
、例えば、基板６１を２０μｍ程度まで薄くする。このとき、基板６１にはセンシング部
１７と対向する部分に窪み部が形成されていないため、基板６１に窪み部が形成されてい
る場合と比較して、基板６１を薄くできる。また、基板６１に窪み部が形成されている場
合には、研削、研磨を行うと、窪み部の底面と窪み部の側面との間の連結部に応力集中が
発生してしまい、基板６１が割れてしまうことがある。これに対し、本実施形態では、基
板６１に窪み部が形成されていないため、研削、研磨を行っても応力集中が発生すること
を抑制でき、基板６１が割れることを抑制できる。
【００５２】
　なお、この研削、研磨工程は、半導体層１４（センサ基板１１）と基板６１（絶縁膜６
２）とを接合する前に行ってもよい。つまり、予め薄くした基板６１を半導体層１４と接
合するようにしてもよい。
【００５３】
　次に、図５（ｃ）に示されるように、図示しないレジスト等をマスクとして基板６１の
他面６１ｂにドライエッチング等を行い、配線部２５、３２、４２および周辺部５０の所
定箇所を露出させる貫通孔８１を形成する。
【００５４】
　続いて、図６（ａ）に示されるように、各貫通孔８１の壁面にＴＥＯＳ等の絶縁膜８２
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を成膜する。このとき、基板６１の他面６１ｂに形成された絶縁膜にて絶縁膜６３が構成
される。続いて、各貫通孔８１の底部に形成された絶縁膜８２を除去した後、スパッタ法
や蒸着法等によって各貫通孔８１にＡｌやＡｌ－Ｓｉ等の金属膜を成膜することにより、
配線部２５、３２、４２（可動電極２４および固定電極３１、４１）、および周辺部５０
とそれぞれ電気的に接続される貫通電極８３を形成する。また、絶縁膜６３上の金属膜を
パターニングしてパッド部８４を形成する。
【００５５】
　その後は、図６（ｂ）に示されるように、絶縁膜６３上に保護膜９０を形成し、当該保
護膜９０をパターニングしてパッド部８４を露出させるコンタクトホール９０ａを形成す
ることにより、上記加速度センサが製造される。
【００５６】
　なお、上記では、１つの加速度センサの製造方法について説明したが、ウェハ状のセン
サ基板１１と基板６１とを用意し、ウェハ状のまま上記各工程を行った後にこのものをダ
イシングカットしてチップ単位に分割するようにしてもよい。
【００５７】
　以上説明したように、本実施形態では、センサ基板１１に第１凹部１６を形成し、第１
凹部１６の底面にセンシング部１７を形成している。これにより、基板６１のうちのセン
シング部１７と対向する部分に窪み部を形成しなくても、センシング部１７が基板６１（
キャップ部６０）に接触することが防止される。そして、基板６１を薄膜化した後、貫通
孔８１を形成して絶縁膜８２および貫通電極８３を形成している。このとき、基板６１に
は、窪み部が形成されていないため、基板６１に窪み部が形成されている場合より薄膜化
できる。したがって、基板６１に貫通孔８１を形成した後に絶縁膜８２および貫通電極８
３を構成する金属膜を成膜する際、貫通孔８１の底部側において、絶縁膜８２および貫通
電極８３を構成する金属膜の被覆率が低下することを抑制できる。
【００５８】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態は、第１実施形態に対して半導体
層１４に第２凹部を形成したものであり、その他に関しては第１実施形態と同様であるた
め、ここでは説明を省略する。
【００５９】
　本実施形態では、図７に示されるように、半導体層１４に第２凹部１８が形成されてい
る。具体的には、第２凹部１８は、半導体層１４のうちの絶縁膜１３側から第１凹部１６
と対向する部分に形成されている。そして、センシング部１７は、半導体層１４のうちの
第１凹部１６の底面と第２凹部１８の底面との間の部分にて構成されている。
【００６０】
　なお、このような加速度センサは、上記図３（ｃ）の工程を行う前に、半導体層１４の
うちの絶縁膜１３側の部分に第２凹部１８を形成することによって製造される。
【００６１】
　これによれば、センシング部１７と絶縁膜１３との間の距離を長くすることができる。
このため、半導体層１４と絶縁膜１３との間に応力が発生した際、当該応力がセンシング
部１７に伝達される経路が長くなり、当該経路によって応力を緩和できる。したがって、
検出精度が低下することを抑制できる。
【００６２】
　なお、本実施形態では、第２凹部１８によって可動電極２４および固定電極３１、４１
（センシング部１７）が支持基板１２および絶縁膜１３に接触することが防止されるため
、支持基板１２には窪み部１２ａが形成されていない。
【００６３】
　（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態について説明する。本実施形態は、第２実施形態に対して第１、
第２凹部１６、１８の深さを等しくすると共に支持基板１２と基板６１の厚さとを等しく
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したものであり、その他に関しては第１実施形態と同様であるため、ここでは説明を省略
する。
【００６４】
　本実施形態では、図８に示されるように、第１、第２凹部１６、１８の深さが等しくさ
れている。つまり、センシング部１７と絶縁膜１３との間の距離と、センシング部１７と
絶縁膜６２との間の距離とが等しくされている。
【００６５】
　また、支持基板１２の厚さが基板６１の厚さと等しくされている。本実施形態では、支
持基板１２および基板６１は、それぞれ厚さが２０μｍとされている。
【００６６】
　そして、上記のように、支持基板１２および基板６１はシリコン基板で構成されている
。つまり、支持基板１２および基板６１は、同じ材料で構成されている。
【００６７】
　これによれば、支持基板１２から絶縁膜１３を介して半導体層１４に印加される応力と
、基板６１から絶縁膜６２を介して半導体層１４に印加される応力とを等しくできる。例
えば、支持基板１２から絶縁膜１３を介して半導体層１４に引張応力が印加される場合に
は、基板６１から絶縁膜６２を介して半導体層１４にほぼ同じ大きさの引張応力が印加さ
れる。このため、これらの応力を互いに相殺することができ、検出精度が低下することを
抑制できる。
【００６８】
　（第４実施形態）
　本発明の第４実施形態について説明する。本実施形態は、第１実施形態に対してウェハ
状態で気密性を検査するものであり、その他に関しては第１実施形態と同様であるため、
ここでは説明を省略する。
【００６９】
　本実施形態では、図９（ａ）に示されるように、ウェハ状のセンサ基板１１を形成する
。そして、図４（ａ）の第１凹部１６を形成する工程において、半導体層１４のうちのダ
イシングライン１００となる部分に第１検査孔８５ａの一部を形成する。
【００７０】
　次に、図９（ｂ）に示されるように、図４（ｂ）のセンシング部１７を形成する工程に
おいて、図９（ａ）の工程で形成した第１検査孔８５ａの底面にドライエッチング等を行
い、第１検査孔８５ａを絶縁膜１３に到達させることによって絶縁膜１３と半導体層１４
との接合面の端部を第１検査孔８５ａに露出させる。
【００７１】
　続いて、図１０（ａ）に示されるように、ウェハ状の基板６１を用意して絶縁膜６２を
形成した後、図５（ａ）と同様の工程を行って基板６１をセンサ基板１１に接合する。
【００７２】
　そして、図１０（ｂ）に示されるように、図５（ｃ）の貫通孔８１を形成する工程にお
いて、基板６１のうちのダイシングライン１００となる部分に、第１検査孔８５ａと連通
する第２検査孔８５ｂを形成し、半導体層１４と絶縁膜６２との接合面の端部を露出させ
る。
【００７３】
　次に、図６（ａ）と同様の工程を行って絶縁膜６３および貫通電極８３を形成した後、
ウェハ状態のまま、半導体層１４と絶縁膜６２との接合面の接合性、および半導体層１４
と絶縁膜１３との接合面の接合性を検査する。つまり、気密室７０の気密性を検査する。
この検査は、例えば、外部雰囲気を陽圧または負圧にした状態でセンシング部１７の特性
検査を行えばよい。半導体層１４と絶縁膜６２との接合面、および半導体層１４と絶縁膜
１３との接合面に隙間が存在する場合には、外部雰囲気に応じて特性検査の値が変化する
ためである。
【００７４】
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　その後は、特に図示しないが、上記図６（ｂ）の工程を行った後、センサ基板１１およ
び基板６１をダイシングライン１００に沿って分割することにより、上記加速度センサが
製造される。
【００７５】
　これによれば、半導体層１４と絶縁膜６２との接合面の接合性、および半導体層１４と
絶縁膜１３との接合面の接合性をウェハ状態のまま検査している。つまり、複数の加速度
センサにおける気密室７０の気密性の検査を同時に行っている。このため、加速度センサ
毎に、半導体層１４と絶縁膜６２との接合面の接合性、および半導体層１４と絶縁膜１３
との接合面の接合性を検査する場合と比較して、検査工程を容易にできる。
【００７６】
　（他の実施形態）
　本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した範囲
内において適宜変更が可能である。
【００７７】
　例えば、上記各実施形態では、本発明を加速度センサに適用した例について説明したが
、例えば、本発明を角速度を検出する角速度センサや圧力を検出する圧力センサに適用す
ることもできる。
【００７８】
　また、上記各実施形態において、基板６１としてガラス等の絶縁体を用いてもよい。こ
の場合は、基板６１と半導体層１４とを接合すればよいため、絶縁膜６２を備えなくても
よい。
【００７９】
　そして、上記各実施形態において、センサ基板１１として、ＳＯＩ基板ではなく、シリ
コン基板等を用いてもよい。
【００８０】
　さらに、上記第１実施形態において、絶縁膜１３は、窪み部１２ａの壁面に形成されて
いなくてもよい。また、支持基板１２に窪み部１２ａが形成されていなくてもよい。この
場合は、センシング部１７を絶縁膜１３からリリース（浮遊）させるための開口部を絶縁
膜１３に形成すればよい。
【符号の説明】
【００８１】
　１１　　　　　　　センサ基板（第１基板）
　１６　　　　　　　第１凹部
　１７　　　　　　　センシング部
　２５、３２、４２　配線部
　６１　　　　　　　基板（第２基板）
　７０　　　　　　　気密室
　８１　　　　　　　貫通孔
　８２　　　　　　　絶縁膜
　８３　　　　　　　貫通電極
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